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動物の適正な
飼育について

　犬や猫をはじめとする動物の飼育方法に関する
苦情が、多数寄せられています。近隣の方に迷惑
をかけないようマナーを守って適切に飼育しまし
ょう。（町では、令和５年４月に「上里町ネコの愛
護及び管理に関する条例」が施行されています）

〇かわいそうだからと野良の動物に餌付けをして
　はいけません。近隣にふん尿を撒き散らかした
　り、鳴き声をあげ続けたりします。餌やりをし
　た人は飼い主だとみなされます。

〇人に危害を加えないよう、室内で飼育しましょ
　う。室外で飼う場合は、檻などにいれるか、鎖
　などで係留しましょう。

〇動物にも命があります。飼育できるかどうか、
　家族で相談するなど、よく考えましょう。

〇しつけやふんの始末は飼い主がしなければなり
　ません。散歩に連れていく場合は、シャベルや
　ビニール袋などを用意して、ふんをしたら持ち
　帰って処分しましょう。

〇動物を飼うと決めたら、一生涯面倒を見ましょ
　う。動物への虐待・必要な食事を与えない・捨
　てる行為は法律により罰せられます。

問合せ…くらし安全課
　　　　生活環境係
　　　 【☎35－1226】

ごみ　　つうしんゼロ

問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35－1226】

『児玉郡市ゴミ分別アプリ』のご利用を！

令和６年７月のごみの量は…
家庭系ごみ（可燃・不燃・有害・粗大）

排出量 ６４０. １ｔ
【ひとり１日あたり約６７８ｇ】

埼玉県内のひとり１日あたりのごみの排出量は
約513ｇです。（令和４年度）

　児玉郡市では、『ごみ分別アプリ』を配信しています。お
住まいの地区を設定することで、その地区の「収集日カレ
ンダー」が表示されるほか、「ごみ分別辞典」、「町からのお
知らせ」など便利な機能が利用できます。アプリは、町の
ホームページやこむぎっちカレンダーの２次元コードから
ダウンロードできますので、ご利用ください。

　町内小中学校の児童・生徒の皆さんが、各学校で日頃から
行っているゼロカーボンに向けた取り組みを紹介する作品を
作成してくれました。９月９日㈪まで、役場町民ホールで展
示しています。ぜひ、お立ち寄りください！～減らす・分別・再利用を心がけましょう～

前月と比べて
52gの増量です

埼玉県公式スマートフォンアプリ
『S³（エスキューブ）』で

ＳDGｓを学んで感じてポイントGET！

　埼玉県では「日本一暮らしやすい埼玉」実現のた
め、県民向けに動画やニュース・クイズなどでＳDG
ｓを楽しく理解できるスマートフォン用アプリ『Ｓ³
（エスキューブ）』を活用したＳDGｓの推進に取り
組んでいます。
　ＳDGｓクイズやイベントへの参加によりポイント
を貯め、くじにチャレンジすると電子マネーや協賛
店の特典などが抽選で当たります。
　ぜひ、アプリを活用して自分にできるＳDGｓにつ
ながる行動など確認してみてください。

※アプリは下記の二次元コードから取得できます。

▲ios版

▲Android版

問合せ…総合政策課政策調整係
　　　 【☎35－1238】
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町
長
コ
ラ
ム
山
下
　
博
一

『
か
み
さ
と
愛
』
を
感
じ
る
児
童

生
徒
と
の
意
見
交
換
会

　
７
月
18
日
、
上
里
町
役
場
議
場

を
会
場
に
、
町
内
小
中
学
校
の
16

名
の
児
童
生
徒
が
参
加
し
、
日
ご

ろ
感
じ
て
い
る
「
ま
ち
づ
く
り
」

へ
の
熱
い
思
い
を
語
り
合
う
意
見

交
換
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
以

下
、
み
な
さ
ん
の
意
見
を
ご
紹
介

し
ま
す
。

①
旧
ト
ラ
イ
ア
ル
跡
地
に
子
供
が

遊
べ
る
室
内
施
設
や
、
年
代
を
問

わ
ず
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
施
設
を

つ
く
っ
て
ほ
し
い
。

②
道
路
の
舗
装
や
草
の
処
理
、
旧

中
山
道
の
雨
水
対
策
に
つ
い
て
改

善
し
て
ほ
し
い
。

③
こ
む
ぎ
っ
ち
号
が
タ
ク
シ
ー
み

た
い
に
家
ま
で
迎
え
に
来
て
、
行

先
も
細
か
く
指
定
で
き
な
い
か
。

④
ジ
ャ
ン
プ
教
室
や
英
語
で
し
ゃ

べ
ろ
う
体
験
な
ど
小
学
生
へ
の
支

援
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外

に
新
た
な
取
り
組
み
な
ど
が
あ
れ

ば
教
え
て
ほ
し
い
。

⑤
わ
ん
ぱ
く
合
宿
を
再
開
で
き
な

い
か
。

⑥
学
生
が
集
中
し
て
勉
強
で
き
る

施
設
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
。

⑦
ポ
イ
捨
て
を
し
て
い
る
人
を
見

か
け
た
。
き
れ
い
な
町
を
維
持
す

る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し

て
い
る
か
。

⑧
町
全
体
で
ご
み
拾
い
の
イ
ベ
ン

ト
「
こ
む
ぎ
っ
ち
カ
ッ
プ
」
を
開

催
し
て
は
ど
う
か
。

⑨
町
で
実
施
し
て
い
る
イ
ベ
ン
ト

に
参
加
し
た
い
の
で
、
教
え
て
ほ

し
い
。
農
業
体
験
な
ど
の
イ
ベ
ン

ト
を
増
や
し
て
ほ
し
い
。

⑩
空
い
て
い
る
畑
を
町
で
借
り
て
、

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
な
ど
を

活
用
し
て
小
麦
栽
培
に
力
を
い
れ

て
は
ど
う
か
。

⑪
さ
ま
ざ
ま
な
遊
具
や
ア
ス
レ

チ
ッ
ク
を
備
え
た
広
い
公
園
を
つ

く
っ
て
ほ
し
い
。

⑫
町
内
の
他
の
小
学
校
と
交
流
行

事
を
行
っ
て
ほ
し
い
。

⑬
駅
前
の
活
気
を
回
復
さ
せ
る
た

め
の
開
発
予
定
や
、
公
共
施
設
建

設
予
定
は
あ
る
の
か
。

⑭
う
な
ぎ
の
養
殖
が
行
わ
れ
る
と

聞
い
た
が
見
学
で
き
な
い
か
。
ま

た
、
給
食
に
出
し
て
ほ
し
い
。

⑮
忍
保
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
ア
ス
レ

チ
ッ
ク
を
復
活
さ
せ
て
ほ
し
い
。

ま
た
、
日
光
を
避
け
る
施
設
が
足

り
な
い
と
思
う
が
ど
う
考
え
て
い

る
の
か
。

⑯
空
港
建
設
構
想
が
報
道
さ
れ
た

が
、
今
後
の
予
定
と
支
出
負
担
金

や
経
済
効
果
な
ど
は
ど
う
か
。

　
ま
さ
に
、
地
元
愛
に
あ
ふ
れ
る

意
見
ば
か
り
で
し
た
。
町
の
政
策

に
合
致
す
る
提
案
も
あ
り
、
今
後
、

こ
れ
ら
の
声
を
町
政
に
生
か
し
て

ま
い
り
ま
す
。

『秋の全国交通安全運動』『秋の全国交通安全運動』
９月21日㈯～30日㈪は『秋の全国交通安全運動』期間です

◆全国重点目標
　〇反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等
　　による歩行者の交通事故防止
　〇夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用
　　促進と飲酒運転等の根絶
　〇自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット
　　着用と交通ルール遵守の徹底

◆埼玉県スローガン
　　　『人も車も自転車も　安心・安全　埼玉県』

令和６年度彩の国埼玉環境大賞の候補者募集令和６年度彩の国埼玉環境大賞の候補者募集
　環境保全などに取り組む個人・団体や、ＳＤＧｓの達成に向けた取り組みを行っている事業者を埼玉県
知事が表彰します。

応募資格…県内で活動する個人、団体、事業者（自薦、他薦は問いません）
応募方法…詳細を県環境政策課のホームページで確認の上、
　　　　　９月30日㈪までに県環境政策課へ

問合せ…埼玉県環境部環境政策課【☎048－830－3019】
◀県環境政策課ＨＰ

～街頭啓発を実施します！～

日時…９月24日㈫　午前11時
場所…メガセンタートライアル

上里店

交通安全の啓発品をお配りします！
ぜひ、お越しください！

72

問合せ…くらし安全課生活環境係
　　　　【☎35－1226】

3 広報かみさと No.664



Living------------------------
くらし

特別障害者手当および障害児福祉手当のご案内特別障害者手当および障害児福祉手当のご案内
　重度の障害がある方に対し、次のような手当を支給しています。ただし、所得に応じて支給の制限があり
ます。

〇特別障害者手当
　在宅での日常生活において、重度障害ゆえに特に必要とされる介護等の負担を軽減するための手当
対象者…20歳以上で、身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する
　　　　状態にある方
手当額…月額２８，８４０円（令和６年度）

〇障害児福祉手当
　在宅の重度障害児の方に対する福祉の措置の一環として実施されている手当
対象者…20歳未満で、身体障害者手帳１級・２級の一部の方および療育手帳Ⓐ相当の方ならびに
　　　　精神障害、血液疾患等でこれと同程度の障害を有する方。
手当額…月額１５，６９０円（令和６年度）

問合せ…埼玉県北部福祉事務所【☎22－0101】

児玉郡市障がい者
就労支援センターについて
～障がいをお持ちの方の就労相談窓口～

【支援内容】
　児玉郡市障がい者就労支援センターは、障がいをお
持ちの方の「働きたい」気持ちを尊重し支援します。仕事
を探している、転職を考えている、仕事がなかなか長続
きしない等のお困りごとの相談にのっています。まずは、
電話にて問い合わせください。

【対象】
　児玉郡市（本庄市・美里町・神川町・上里町）に在住し、
就労支援を必要とする障がい者の方（障がいの種別は
問いません）

【相談時間】
　午前９時～午後５時（月～金）

【設置場所】
　本庄市障害福祉センター内（本庄市いまい台２－43）

【問合せ】
　児玉郡市障がい者就労支援センター
　【☎22－3064　FAX22－1271】
　【E-mail:syu-rousien@blue.ocn.ne.jp】

▲児玉郡市障がい者
　就労支援センター
　ＨＰ

ご存知ですか？
　　　「行政相談月間」
　　　　　９月１日㈰～10月31日㈭

　この期間は、行政相談制度を広く広報し、国民の皆
さまにこの制度を利用していただくため、関係行事を全
国的に実施しています。町でも、総務大臣から委嘱さ
れた行政相談委員が行政相談所を開設して、皆さまか
らの相談をお待ちしております。

日時…10月17日㈭、午後１時30 分～4時

会場…上里町福祉町民センター

内容…登記事務、国有財産、国道、一般河川など

※前記以外でも、偶数月に定例相談所（第１木曜日）を
　開設しています。
※この他、総務省関東管区行政評価局（きくみみ埼玉）
　でも相談を受け付けています。
【☎０５７０－０９０１１０　FAX０４８－６００－２３３６】

◀総務省ホームページ
　「インターネットによる行政相談」

行政相談に関する問合せ
関東管区行政評価局【☎048－601－1100】
その他問合せ
町民福祉課社会福祉係【☎35－1224】
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　老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全
額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
　しかし、この期間の保険料を後から納付（追納）することにより、年金額を増やすことができます。

❖申込み
　「国民年金保険料追納申込書」に必要事項（基礎年金番号等）を記入し、年金事務所または役場健康保険課の窓
口に提出してください。

❖注意事項
　①追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
　　（令和６年４月分は令和16年４月末まで）
　②承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
　③保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、３年度目以降に保険料を追納する場合
　　には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

問合せ…ねんきん加入者ダイヤル【☎0570－003－004】
　　　　０５０から始まる電話は【☎03－6630－2525】
　　　　健康保険課医療年金係【☎35－1222】

国民年金保険料国民年金保険料のの後払い ( 追納 )後払い ( 追納 ) をお勧めします！をお勧めします！

生活の困りごとをご相談ください！
　アスポート相談支援センターでは、専門の相談員が生活の困りごとを一緒に考えて解決に向けサポートしています。
　失業、借金、病気などさまざまな問題で生活にお困りの方、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

主な支援内容…①各種支援制度、相談窓口の案内
　　　　　　　②行政、医療機関との連絡調整、手続き支援
　　　　　　　③家計の立て直しや債務整理等についてのサポート
　　　　　　　④ハローワークへの同行等の就労支援

問合せ…アスポート相談支援センター埼玉北部【☎048－577－6883】
月～金曜日（祝日・年末年始除く）午前８時30分～午後５時 

国民健康保険ご加入の方に個人番号（マイナンバー）の
お知らせを送付します！

　国民健康保険ご加入の方に対して、被保険者本人の個人番号（下４桁）等の
情報を表示した「医療保険のデータベースに登録されている個人番号（マイナ
ンバー）のお知らせ」を９月中に発送します。
　このお知らせは、印字されている個人番号（下４桁）等の情報が国民健康保
険制度のデータベースに登録されていることを示すもので、厚生労働省の通達
に基づき、全ての人に安心してマイナンバーカードを被保険者証として利用して
いただけるようにすることを目的として送付するものです。
　マイナンバーカード等でご自身の個人番号の下４桁をご確認いただき、万が
一、異なっている場合には下記問い合わせ先までご連絡ください。

問合せ…健康保険課医療年金係【☎35－1222】
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